大阪湾流域別下水道整備総合計画（案）（大阪府）について 概要 

1大阪湾流域別下水道整備総合計画（大阪府）とは
・流域別下水道整備総合計画とは、水質汚濁に係る環境基準を達成・維持するために必要な下水道の整備に関する総合的な基本計画となるものです。
・大阪湾では、近畿地方整備局にて、大阪湾流域別下水道整備総合計画の基本方針として下水道の整備目標等を令和6年3月28日に定めています。
・大阪府では、この基本方針に従い、大阪府の下水道の整備目標をまとめた基本計画を策定します。
・本計画の策定後、この基本計画に基づき個別の下水道事業を実施することになります。

2大阪湾の水質の現況
・河川では、BOD（生物化学的酸素要求量）、大阪湾では、COD（化学的酸素要求量)、T-N（全窒素）、T-P（全リン）に関する水質環境基準が設定されています。
・大阪府内の河川では、BOD（生物化学的酸素要求量）の基準値は概ね全地点で達成しています。
・大阪湾では、T-N（全窒素）、T-P（全リン）の基準値は全水域で達成できており、COD（化学的酸素要求量)は約7割の水域で達成しています。

3社会情勢の変化
・大阪府の人口は、平成30年度の約880万人に対して、計画目標年度の令和30年度は約750万人と予測されており、15%程度減少する見込みです。
・大阪湾に関わる他府県でも同様に人口が減少する見込みです。

4大阪府の基本計画の概要
・現況の水質を適切に評価し、社会情勢の変化を踏まえ、令和30年度時点の水環境を予測した結果、下水処理場の処理方法をこれまで進めてきた高度な処理方法から標準的な処理方法に転換しても、下水道整備等の更なる推進と人口減少による汚濁負荷量の減少等により、水質環境基準は達成・維持できる見込みとなりました。
・今後も水質環境基準の達成・維持に向けて、下水道整備を進めていきます。
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